
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

総務省消防庁が新たに定めた非常勤消防団

員の報酬等の基準に基づき、消防団員の報

酬の見直しその他所要の整備を行うもので

あり、妥当なものと認めた。

第五次宇部市総合計画に基づく施策を効率

的かつ効果的に実践するため、行政組織の

再編成を行うものであり、妥当なものと認

めた。

第五次宇部市総合計画基本構想を策定する

ことについて、宇部市議会の議決すべき事

件を定める条例の規定により、市議会の議

決を求めるものであり、妥当なものと認め

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和３年(2021年)１２月２０日

議 案
第１０２号

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

宇部市行政組織条例改正
の件

原 案 可 決

記

議 案
第１０１号

原 案 可 決
第五次宇部市総合計画基
本構想の策定について

原 案 可 決

議 案
第１０９号

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　総務財政委員長  芥　川　貴久爾 

宇部市消防団条例中一部
改正の件


